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○
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
（
抄
）

 

 

（
受
検
資
格
）

 

第
八
条
の
四　

法
第
五
条
の
四
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

一　

（
略
）

二　

法
第
六
条
第
四
項
若
し
く
は
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
審
査
又
は
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
た
め
の
審
査
の
業
務
（
法
第
二
十
条
第
一

 

項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
の
業
務
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

 

三　

（
略
）

 

（
確
認
審
査
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
特
定
構
造
計
算
基
準
及
び
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
） 

第
九
条
の
三　

法
第
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
特
定
構
造
計
算
基
準
及
び
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
並
び
に
法
第
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
政
令

で
定
め
る
特
定
構
造
計
算
基
準
及
び
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
は
、
第
八
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
構
造
計
算
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
八
十
一
条　

（
略
） 

２　

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一　

（
略
） 

二　

高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物　

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
計
算 

イ　

許
容
応
力
度
等
計
算
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算 

ロ　

（
略
） 

３　

（
略
） 

 

（
市
町
村
の
建
築
主
事
等
の
特
例
） 

第
百
四
十
八
条　

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
法
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
建
築
物
又
は
工
作
物
（
当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
の
新
築
、
改
築
、
増
築
、
移
転
、
築
造
又
は
用
途
の
変
更
に
関
し
て
、
法
律
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
必
要
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
事
務
と
す
る
。 
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一　

法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物 

二　

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
煙
突
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
工
作
物
で
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
又

は
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
擁
壁
で
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
い
ず
れ
も
前
号
に
規
定
す
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
敷
地
内
に
築
造
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

２　

（
略
）

３　

法
第
九
十
七
条
の
二
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
建
築
審
査
会
が
置
か
れ
て
い
な
い
市
町
村
の
長
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
三
号
に

 

掲
げ
る
事
務
）
と
す
る
。

一　

法
第
六
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の
二
第
七
項
（
法
第
八
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の
四
第
七
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
（
法
第
八

十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
の
二
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法

第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
の
三
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
の
四
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十
条
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十
一
条
第
一
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十
二
条
（
法

第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十
八
条
第
二
十
五
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
、
法
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
項
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
及

び
第
四
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十
六
条
の
六
、
法
第
八
十
六
条
の
八
（
第
二
項
を
除
き
、
法
第
八
十
七

条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
（
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
法
第
九
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
の
権
限
に
属

す
る
事
務
の
う
ち
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
事
務 

 

二
～
四　

（
略
）

 

４
・
５　

（
略
）

  

 

○
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

※
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号

 

に
よ
る
改
正
後
の
条
文

 

（
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
） 

第
五
条
の
四　

（
略
） 
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２　

（
略
） 

３　

構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
は
、
一
級
建
築
士
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
第
六
条
の
三
第
一
項
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
業
務
で

政
令
で
定
め
る
も
の
に
関
し
て
、
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

４
・
５　

（
略
） 

 

（
建
築
物
の
建
築
等
に
関
す
る
申
請
及
び
確
認
） 

第
六
条　

建
築
主
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
増
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
築
物
が
増
築
後
に
お
い
て

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
規
模
の
も
の
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
工
事
に
着
手
す
る
前
に
、
そ
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
（
こ
の
法
律
並
び
に
こ
れ

に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
（
以
下
「
建
築
基
準
法
令
の
規
定
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
法
律
並
び
に
こ
れ
に
基
づ

く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
確
認
の
申
請
書
を
提
出
し
て
建
築
主
事
又
は
建

築
副
主
事
（
以
下
「
建
築
主
事
等
」
と
い
う
。
）
の
確
認
（
建
築
副
主
事
の
確
認
に
あ
つ
て
は
、
大
規
模
建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
、
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
確
認
を
受
け
た
建
築
物
の
計
画
の
変
更
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を

除
く
。
）
を
し
て
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
増
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
築
物
が
増
築
後
に
お
い
て

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
規
模
の
も
の
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

一　

別
表
第
一

欄
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
で
、
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

（い）

二　

木
造
の
建
築
物
で
三
以
上
の
階
数
を
有
し
、
又
は
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
若
し
く
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

三　

木
造
以
外
の
建
築
物
で
二
以
上
の
階
数
を
有
し
、
又
は
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
ほ
か
、
都
市
計
画
区
域
若
し
く
は
準
都
市
計
画
区
域
（
い
ず
れ
も
都
道
府
県
知
事
が
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

て
指
定
す
る
区
域
を
除
く
。
）
若
し
く
は
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
の
準
景
観
地
区
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
区
域
を
除
く
。
）

内
又
は
都
道
府
県
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
そ
の
区
域
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
指
定
す
る
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物 

２
・
３　

（
略
） 

４　

建
築
主
事
等
は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
五
日
以

内
に
、
同
項
第
四
号
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
受
理
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審

査
し
、
審
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
に
確
認
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５
～
９　

（
略
） 

 

（
国
土
交
通
大
臣
等
の
指
定
を
受
け
た
者
に
よ
る
確
認
） 

第
六
条
の
二　

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
計
画
（
前
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
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あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
七
十
七
条
の
十
八
か
ら
第
七
十
七
条
の
二
十
一
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
者
の

確
認
を
受
け
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
確
認
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
と
、
当
該
確
認
済
証
は

同
項
の
確
認
済
証
と
み
な
す
。 

２
～
７　

（
略
） 

 

（
構
造
計
算
適
合
性
判
定
） 

第
六
条
の
三　

建
築
主
は
、
第
六
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
定
め
る
基
準
（
同
項
第
二

号
イ
又
は
第
三
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
で
、
同
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
又
は
同
項
第
三
号
イ
に
規

定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
「
特
定
構
造
計
算
基
準
」
と
い
う
。
）
又
は
第
三
条
第

二
項
（
第
八
十
六
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
第
八
十
六
条
の
七
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
増
築
若
し
く
は
改
築
を
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
（
特
定
構
造
計
算
基
準
に
相
当
す
る
基
準
と
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
確
認
審
査
（
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
審
査
又
は
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
た
め
の
審
査
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
（
当
該
建
築
物
の
計
画

が
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
申
請
書
を
提
出
し
て
都
道
府
県
知
事
の
構
造
計
算

適
合
性
判
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
計
画
が
特
定
構
造
計
算
基
準
（
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構

造
計
算
で
同
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
に
係
る
部
分
の
う
ち
確
認
審
査
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
（
確
認
審
査
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す

る
か
ど
う
か
を
、
構
造
計
算
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
者
で
あ
る
建
築
主
事
等
が
第
六
条

第
四
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
場
合
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
当
該
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
者
で
あ
る
第
七
十
七
条
の

二
十
四
第
一
項
の
確
認
検
査
員
若
し
く
は
副
確
認
検
査
員
に
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
た
め
の
審
査
を
さ
せ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２
～
９　

（
略
） 

 

（
建
築
物
に
関
す
る
完
了
検
査
） 

第
七
条　

建
築
主
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
を
完
了
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
築
主
事
等
の
検
査
（
建
築
副
主
事
の
検

査
に
あ
つ
て
は
、
大
規
模
建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３　

（
略
） 

４　

建
築
主
事
等
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
建
築
主
事
等
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
当
該
市
町
村
若
し
く
は
都
道
府
県
の
職
員
（
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
「
検
査
実
施
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
申
請
を
受
理
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
当
該
工
事
に
係
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規

定
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５　

検
査
実
施
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
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国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
建
築
物
の
建
築
主
に
対
し
て
検
査
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
国
土
交
通
大
臣
等
の
指
定
を
受
け
た
者
に
よ
る
完
了
検
査
） 

第
七
条
の
二　

第
七
十
七
条
の
十
八
か
ら
第
七
十
七
条
の
二
十
一
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
者
が
、
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
日
か
ら
四
日
が
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
工
事
に
係
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
か
ど

う
か
の
検
査
を
引
き
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
引
受
け
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
と
き
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。 

２
～
４　

（
略
） 

５　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
検
査
を
し
た
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
建
築
物
の
建
築
主
に
対
し
て
検
査
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
済
証
は
、
前
条

第
五
項
の
検
査
済
証
と
み
な
す
。 

６
・
７　

（
略
） 

 

（
国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
建
築
物
に
対
す
る
確
認
、
検
査
又
は
是
正
措
置
に
関
す
る
手
続
の
特
例
） 

第
十
八
条　

国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
建
築
物
及
び
建
築
物
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
か
ら
第
七
条
の
六
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま

で
、
第
十
条
及
び
第
九
十
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
か
ら
第
四
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２　

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
建
築
し
、
又
は
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
を
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
建
築
主
が
国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事

を
置
く
市
町
村
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
国
の
機
関
の
長
等
は
、
当
該
工
事
に
着
手
す
る
前
に
、
そ
の
計
画
を
建
築
主
事
等
（
当
該
計
画
が
大
規
模
建
築
物
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
外
に
お
い
て
建
築
物
を
増
築
し
、
改
築
し
、

又
は
移
転
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
増
築
、
改
築
又
は
移
転
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

３　

建
築
主
事
等
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
第
四
項
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
通
知
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
（
第

六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
建
築
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
建
築
に
つ

い
て
通
知
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
、
第

十
五
項
、
第
十
六
項
及
び
第
十
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
審
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
認

め
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
対
し
て
確
認
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４　

国
の
機
関
の
長
等
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
国
の
機
関
の
長
等
が
同
項
の
計
画
を
当
該
計
画
に
係
る
工
事
に
着
手
す

る
前
に
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
に
通
知
し
た
と
き
は
、
当
該
者
は
、
当
該
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
、

審
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
対
し
て
確
認
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 
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５　

国
の
機
関
の
長
等
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
又
は
前
項
の
通
知
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
に
適

合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
審
査
」
と
い
う
。
）
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
建
築
物
の
計
画
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
、
構
造

計
算
適
合
性
判
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
計
画
に
係
る
審
査
が
、
特
定
構
造
計
算
基
準
の
う
ち
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で

定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
で
同
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
に
係
る
部
分
で
あ
つ
て
審
査
が
比
較
的
容

易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
の
う
ち
審
査
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
の
審
査
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
審
査
を
構
造
計
算
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備

え
る
者
で
あ
る
建
築
主
事
等
が
す
る
と
き
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
当
該
要
件
を
備
え
る
者
で
あ
る
第
七
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項

の
確
認
検
査
員
若
し
く
は
副
確
認
検
査
員
に
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

６　

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
知
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当

該
都
道
府
県
に
置
か
れ
た
建
築
主
事
等
が
第
三
項
に
規
定
す
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、
当
該
建
築
主
事
等
を
当
該
通
知
に
係
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
に
関
す
る
事
務
に

従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

７　

都
道
府
県
知
事
は
、
特
別
な
構
造
方
法
の
建
築
物
の
計
画
に
つ
い
て
第
五
項
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
構

造
方
法
に
係
る
構
造
計
算
に
関
し
て
専
門
的
な
識
見
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

８　

都
道
府
県
知
事
は
、
第
五
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
当
該
通
知
に
係
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
結
果

を
記
載
し
た
通
知
書
を
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９　

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
場
合
（
第
五
項
の
通
知
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
特
定
構
造
計
算
基
準
（
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
た

構
造
計
算
で
同
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
求
め

ら
れ
た
場
合
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
項
の
期
間
内
に
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
同
項
の
通
知
書
を
交
付
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
三
十
五
日
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び

そ
の
延
長
す
る
期
間
並
び
に
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
を
同
項
の
期
間
内
に
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

都
道
府
県
知
事
は
、
第
八
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
の
通
知
の
記
載
に
よ
つ
て
は
当
該
建
築
物
の
計
画
が
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準

10
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
を
第
八
項
の
期
間
（
前
項
の
規
定
に

よ
り
第
八
項
の
期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
延
長
後
の
期
間
）
内
に
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

国
の
機
関
の
長
等
は
、
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
知
書
が
適
合
判
定
通
知
書
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
項
又
は

11
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
建
築
主
事
等
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
に
、
当
該
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
計
画
に
係
る
第
十
五
項
又
は
第
十
六
項
の
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
建
築
主
事
等
へ
の
提
出
は
、
第
三
項
の
期
間
（
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
項

12
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
延
長
後
の
期
間
）
の
末
日
の
三
日
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

建
築
主
事
等
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
通
知
に
係
る
建
築
物

13
の
計
画
が
第
五
項
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
か
ら
第
十
一
項
の
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
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の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
限
り
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
確
認
済
証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

建
築
主
事
等
は
、
第
三
項
の
場
合
（
第
二
項
の
通
知
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
特
定
構
造
計
算
基
準
（
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
た

14
構
造
計
算
で
同
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
場

合
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
第
三
項
の
期
間
内
に
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
同
項
の
確
認
済
証
を
交
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
三
十
五
日
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の

延
長
す
る
期
間
並
び
に
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
を
同
項
の
期
間
内
に
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

建
築
主
事
等
は
、
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
の
通
知
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
と
き
、
又
は
建
築
基
準

15
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
を
第
三
項
の
期
間
（
前
項

の
規
定
に
よ
り
第
三
項
の
期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
延
長
後
の
期
間
）
内
に
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
通
知
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
な
い

16
こ
と
を
認
め
た
と
き
、
又
は
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
を
当
該
通
知
を
し
た
国
の
機
関
の
長
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

第
二
項
又
は
第
四
項
の
通
知
に
係
る
建
築
物
の
建
築
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
は
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
後
で

17
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

　

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
四
項
の
確
認
済
証
又
は
第
十
六
項
の
通
知
書
の
交
付
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間

18
内
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
審
査
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
確
認
済
証
又
は
当
該
通
知
書
の
交
付
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
関
す
る
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
特
定
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

特
定
行
政
庁
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
の
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
建
築
物
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規

19
定
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
機
関
の
長
等
及
び
当
該
確
認
済
証
を
交
付
し
た
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

国
の
機
関
の
長
等
は
、
第
十
七
項
の
工
事
を
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
、
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
四
日
以
内
に
到
達
す
る
よ
う
に
、
建
築
主
事
等
（

20
当
該
工
事
が
大
規
模
建
築
物
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事
。
第
二
十
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

建
築
主
事
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
検
査
実
施
者
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
そ
の
通
知
に
係
る
建
築
物
及

21
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規
定
（
第
七
条
の
五
に
規
定
す
る
建
築
物
の
建
築
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
第
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合

し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

検
査
実
施
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、

22
国
の
機
関
の
長
等
に
対
し
て
検
査
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

第
二
十
項
の
規
定
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
、
第
十
七
項
の
工
事
の
完
了
の
日
か
ら
四
日
が
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
工
事
に

23
係
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
査
を
引
き
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
引
受
け
に
係
る
工
事
が
完
了
し
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た
と
き
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
引
受
け
を
行
つ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

24
の
旨
を
証
す
る
書
面
を
国
の
機
関
の
長
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
引
受
け
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
検
査
の
引
受
け
を
行
つ
た
第
十
七

25
項
の
工
事
が
完
了
し
た
日
又
は
当
該
検
査
の
引
受
け
を
行
つ
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
第
二
十
三
項
の
検
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
二
十
三
項
の
検
査
を
し
た
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
認

26
め
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
の
機
関
の
長
等
に
対
し
て
検
査
済
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
二
十
三
項
の
検
査
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

27
と
こ
ろ
に
よ
り
、
完
了
検
査
報
告
書
を
作
成
し
、
同
項
の
検
査
を
し
た
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
特
定
行
政

庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

国
の
機
関
の
長
等
は
、
第
十
七
項
の
工
事
が
特
定
工
程
を
含
む
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
工
程
に
係
る
工
事
を
終
え
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
そ
の
旨
を
、
そ
の
日

28
か
ら
四
日
以
内
に
到
達
す
る
よ
う
に
、
建
築
主
事
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

建
築
主
事
等
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
検
査
実
施
者
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
四
日
以
内
に
、
当
該
通
知
に
係
る
工
事
中
の

29
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
検
査
前
に
施
工
さ
れ
た
工
事
に
係
る
建
築
物
の
部
分
及
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

　

検
査
実
施
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
工
事
中
の
建
築
物
等
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
国
土
交
通

30
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
の
機
関
の
長
等
に
対
し
て
当
該
特
定
工
程
に
係
る
中
間
検
査
合
格
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

特
定
工
程
後
の
工
程
に
係
る
工
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
工
程
に
係
る
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
施
工
し
て
は
な
ら

31
な
い
。 

　

第
二
十
八
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
第
十
七
項
の
工
事
が
特
定
工
程
を
含
む
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
当
該
特
定
工

32
程
に
係
る
工
事
を
終
え
た
後
の
工
事
中
の
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
検
査
前
に
施
工
さ
れ
た
工
事
に
係
る
建
築
物
の
部
分
及
び
そ
の
敷
地
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す

る
か
ど
う
か
の
検
査
を
当
該
工
事
を
終
え
た
日
か
ら
四
日
が
経
過
す
る
日
ま
で
に
引
き
受
け
た
と
き
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
引
受
け
を
行
つ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

33
の
旨
を
証
す
る
書
面
を
国
の
機
関
の
長
等
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
三
十
二
項
の
検
査
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
工
程
に
係
る
工
事
中
の
建
築
物
等
が
建
築
基
準
関
係

34
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
の
機
関
の
長
等
に
対
し
て
当
該
特
定
工
程
に
係
る
中
間
検
査
合
格
証
を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
係
る
特
定
工
程
後
の
工
程
に
係
る
工
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
工
程
に
係
る
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
後

35
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
施
工
し
て
は
な
ら
な
い
。 

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
三
十
二
項
の
検
査
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

36
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と
こ
ろ
に
よ
り
、
中
間
検
査
報
告
書
を
作
成
し
、
同
項
の
検
査
を
し
た
工
事
中
の
建
築
物
等
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
特
定
行
政
庁

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

検
査
実
施
者
又
は
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
第
二
十
九
項
又
は
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
お
い
て
建
築
基
準
関
係
規
定
に

37
適
合
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
工
事
中
の
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
第
二
十
一
項
、
第
二
十
三
項
、
第
二
十
九
項
又
は
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
と
き
は
、

第
二
十
九
項
又
は
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
お
い
て
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
建
築
物
の
部
分
及
び
そ
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
第

二
十
一
項
、
第
二
十
三
項
、
第
二
十
九
項
又
は
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

　

第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
建
築
物
を
新
築
す
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
建
築
物
（
共
同
住
宅
以
外
の
住
宅
及
び
居
室
を
有
し
な
い
建
築
物
を
除
く
。
）

38
の
増
築
、
改
築
、
移
転
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
で
避
難
施
設
等
に
関
す
る
工
事
を
含
む
も
の
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
二
項
又

は
第
二
十
六
項
の
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
新
築
に
係
る
建
築
物
又
は
当
該
避
難
施
設
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の

部
分
を
使
用
し
、
又
は
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
る
前
に
お
い
て
も
、
仮
に
、

当
該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
を
使
用
し
、
又
は
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

特
定
行
政
庁
が
、
安
全
上
、
防
火
上
又
は
避
難
上
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
。 

二　

建
築
主
事
等
（
当
該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
が
大
規
模
建
築
物
又
は
そ
の
部
分
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
建
築
主
事
）
又
は
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
。 

三　

第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
日
（
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
引
受
け
を
行
つ
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
検
査
の
引
受
け
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た
日
又
は
当
該
検
査
の
引
受
け
を
行
つ
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
）
か
ら
七
日
を
経
過
し
た
と
き
。 

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
国
土
交
通
省

39
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
仮
使
用
認
定
報
告
書
を
作
成
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
建
築
物
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ

を
特
定
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

特
定
行
政
庁
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
仮
使
用
認
定
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
八
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
建
築
物
が
同
号

40
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
機
関
の
長
等
及
び
当
該
認
定
を
行
つ
た
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た

者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

特
定
行
政
庁
は
、
国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
敷
地
が
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
九
十

41
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
当
該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
敷
地
を
管
理
す
る
国
の
機
関
の
長
等
に
通
知
し
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
構
造
耐
力
） 

第
二
十
条　

建
築
物
は
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
及
び
水
圧
並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
構
造
の
も
の
と
し
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物　

当
該
建
築
物
の
安
全
上
必
要
な
構
造
方
法
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
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の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
構
造
方
法
は
、
荷
重
及
び
外
力
に
よ
つ
て
建
築
物
の
各
部
分
に
連
続
的
に
生
ず
る
力
及
び
変
形
を
把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
つ
て
安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二　

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
の
う
ち
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
、
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
そ
の
他
こ
れ
ら
の
建
築
物
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
に
限
る
。
）　

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず

れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

当
該
建
築
物
の
安
全
上
必
要
な
構
造
方
法
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
構
造
方
法
は
、
地
震
力
に
よ

つ
て
建
築
物
の
地
上
部
分
の
各
階
に
生
ず
る
水
平
方
向
の
変
形
を
把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

た
方
法
に
よ
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
。 

ロ　

前
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

三　

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
の
う
ち
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
そ
の
主
要
構
造
部
（
床
、
屋
根
及
び
階
段
を
除
く
。

）
を
石
造
、
れ
ん
が
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
と
し
た
建
築
物
で
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の

高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
）　

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

当
該
建
築
物
の
安
全
上
必
要
な
構
造
方
法
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
構
造
方
法
は
、
構
造
耐
力
上

主
要
な
部
分
ご
と
に
応
力
度
が
許
容
応
力
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

た
方
法
に
よ
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
。 

ロ　

前
二
号
に
定
め
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。 

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物　

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

当
該
建
築
物
の
安
全
上
必
要
な
構
造
方
法
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

ロ　

前
三
号
に
定
め
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。 

２　

（
略
） 

 

（
建
築
設
備
へ
の
準
用
） 

第
八
十
七
条
の
四　

政
令
で
指
定
す
る
昇
降
機
そ
の
他
の
建
築
設
備
を
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
（

第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
又
は
第
十
八
条
第
二
項
（
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
要
す
る
場
合
を
除
き
、
第
六
条
（
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
六
条
の
二
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
六
条
の
四
（
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
の
建
築
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
条
か
ら
第
七
条
の
四
ま
で
、
第
七
条
の
五
（
第
六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
建
築
物
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
条
の
六
、
第
十
八
条
（
第
五
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
及
び
第
四
十
一
項
を
除
く
。
）
及
び
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
条
の
三
ま
で
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
四
項
中
「
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
五
日
以
内
に
、
同
項
第

四
号
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
受
理
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
受
理
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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（
工
作
物
へ
の
準
用
） 

第
八
十
八
条　

煙
突
、
広
告
塔
、
高
架
水
槽
、
擁
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物
で
政
令
で
指
定
す
る
も
の
及
び
昇
降
機
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ト
、
飛
行
塔
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
工
作
物
で
政
令
で
指
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
昇
降
機
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
六
条
（
第
三
項
、
第
五
項
及
び

第
六
項
を
除
く
も
の
と
し
、
第
一
項
及
び
第
四
項
は
、
昇
降
機
等
に
つ
い
て
は
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
建
築
物
に
係
る
部
分
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は

同
項
第
四
号
の
建
築
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
条
の
二
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
六
条
の
四
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
建
築
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
、
第
七
条
か
ら
第
七
条
の
四
ま
で
、
第
七
条
の
五
（
第
六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
建
築
物
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、

第
十
二
条
第
五
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
八
条
（
第
五
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
八
項

か
ら
第
四
十
項
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
二
十
条
、
第
二
十
八
条
の
二
（
同
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
二
条
、

第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
（
避
雷
設
備
及
び
昇
降
機
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
、
第
三
章
の
二
（

第
六
十
八
条
の
二
十
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
建
築
物
以
外
の
認
証
型
式
部
材
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
（
第
二
十
八
条

の
二
（
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
六
条
の
七
第
二
項
（
第
二
十
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
、
第
八
十
六
条
の
七
第
三
項
（
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
（
昇
降
機
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
七
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

前
条
、
次
条
並
び
に
第
九
十
条
の
規
定
を
、
昇
降
機
等
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
六
、
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
二
条
の
三
及
び
第

十
八
条
第
三
十
八
項
か
ら
第
四
十
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２　

（
略
） 

３　

第
三
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
二
条
（
第
五
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
二
条
の
三
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
の
二
並
び
に
第
十

八
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
項
の
規
定
は
、
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
工
作
物
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

４　

（
略
） 

 

（
工
事
現
場
の
危
害
の
防
止
） 

第
九
十
条　

建
築
物
の
建
築
、
修
繕
、
模
様
替
又
は
除
却
の
た
め
の
工
事
の
施
工
者
は
、
当
該
工
事
の
施
工
に
伴
う
地
盤
の
崩
落
、
建
築
物
又
は
工
事
用
の
工
作
物
の
倒
壊

等
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

（
略
） 

３　

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
条
（
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
を
除
く
。
）
、
第
九
条
の
二
、
第
九
条
の
三
（
設
計
者
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
工
事
の
施
工
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
市
町
村
の
建
築
主
事
等
の
特
例
） 

第
九
十
七
条
の
二　

第
四
条
第
一
項
の
市
以
外
の
市
又
は
町
村
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
市
町
村
の
長
の
指
揮
監
督
の
下
に
、
こ
の
法
律
中
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建
築
主
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
め
に
、
建
築
主
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
法
律
中
建
築
主
事
に
関
す
る
規
定
は
、
当
該
市
町
村
が
置
く
建
築
主
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

２　

前
項
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
市
町
村
の
長
の
指
揮
監
督
の
下
に
、
こ
の
法
律
中
建
築
副
主
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
事
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
め
に
、
建
築
副
主
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
建
築
副
主
事
に

関
す
る
規
定
は
、
当
該
市
町
村
が
置
く
建
築
副
主
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４　

（
略
） 

５　

こ
の
法
律
中
都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
建
築
主
事
等
を
置
く
市
町
村
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
に
関
す
る
規
定
は
、
当
該
市
町

村
の
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
当
該
市
町
村
の
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

６　

（
略
） 

 

（
特
別
区
の
特
例
） 

第
九
十
七
条
の
三　

特
別
区
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
特
別
区
の
長
の
指
揮
監
督
の
下
に
、
こ
の
法
律
中
建
築
主
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
事
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
め
に
、
建
築
主
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
建
築
主
事
に
関
す

る
規
定
は
、
特
別
区
が
置
く
建
築
主
事
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

２
・
３　

（
略
） 

４　

こ
の
法
律
中
都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
区
の
長
が
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
中
都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
の
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
特
別
区
の
長
に
適
用
が
あ
る
も

の
と
す
る
。 

５　

（
略
） 

  

 

○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

 

 

（
特
別
区
に
係
る
建
築
基
準
法
の
適
用
の
特
例
）

第
二
百
十
条
の
十
七　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二

項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
二
十
五
項
、
第
七
十
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
第
二
項
並
び
に

第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
別
区
」
と
す
る
。 
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○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）

 

 

（
既
成
市
街
地
等
内
に
あ
る
土
地
等
の
中
高
層
耐
火
建
築
物
等
の
建
設
の
た
め
の
買
換
え
及
び
交
換
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

 

第
二
十
五
条
の
四　

（
略
）

 

２
～

　

（
略
）

19

　

法
第
三
十
七
条
の
五
第
六
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
が
同
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
中
高
層
耐
火
建
築
物
の
建
築
に
係
る
建

20
築
基
準
法
第
六
条
第
四
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
（
同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を
含
む
。
）
の
あ
つ

た
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
で
当
該
資
産
の
譲
渡
の
一
部
に
つ
き
法
第
三
十
七
条
の
五
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い

 

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
に
限
り
、
適
用
す
る
。

 

　

（
略
）

21

  

 

〇
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）

 

（
既
成
市
街
地
等
内
に
あ
る
土
地
等
の
中
高
層
耐
火
建
築
物
等
の
建
設
の
た
め
の
買
換
え
及
び
交
換
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
） 

第
三
十
七
条
の
五　

個
人
が
、
そ
の
有
す
る
資
産
で
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産
に
あ
つ
て
は
、
当
該
個
人
の
事
業
の
用
に
供

し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
譲
渡
資
産
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
（
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
不
動
産
等
の
貸
付
け
を
含
む
も

の
と
し
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
四
ま
で
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
若
し
く
は
第
三
十
七
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
又
は
贈
与
、
交
換
若
し
く
は
出
資
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
の
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
に
、
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
取
得
（
建
設
を
含
む
も
の
と
し
、
贈
与
、
交
換
又
は
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
取
引
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
、
か
つ
、
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
、
当
該
取
得
を
し
た
資
産
（
以
下
こ
の
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
買
換
資
産
」
と

い
う
。
）
を
、
第
一
号
の
買
換
資
産
に
あ
つ
て
は
当
該
個
人
の
居
住
の
用
（
当
該
個
人
の
親
族
の
居
住
の
用
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
供
し
た
と
き

（
当
該
期
間
内
に
居
住
の
用
に
供
し
な
く
な
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
、
若
し
く
は
第
二
号
の
買
換
資
産
に
あ
つ
て
は
当
該
個
人
の
事
業
の
用
若
し
く
は
居
住
の
用
に
供
し

た
と
き
（
当
該
期
間
内
に
こ
れ
ら
の
用
に
供
し
な
く
な
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
こ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
に
よ
る
収
入
金
額
が

当
該
買
換
資
産
の
取
得
価
額
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
譲
渡
資
産
の
譲
渡
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
、
当
該
収
入
金
額
が
当
該
取
得
価
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
当
該
譲
渡
資
産
の
う
ち
そ
の
超
え
る
金
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
の
譲
渡
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
、
第
三
十
一
条
又
は
第
三
十
二
条
の
規
定

を
適
用
す
る
。 

譲
渡
資
産

買
換
資
産
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一　

次
に
掲
げ
る
区
域
又
は
地
区
内
に
あ
る
土
地
若
し
く
は
土
地
の
上
に
存
す
る

当
該
特
定
民
間
再
開
発
事
業
の
施
行
に
よ
り
当
該
土
地
等
の
上
に
建
築
さ
れ
た

権
利
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
、
建
物
（
そ
の
附
属

中
高
層
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
当
該
特
定
民
間
再
開
発
事
業
の
施
行
さ
れ
る
地

設
備
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
構
築
物
で
、
当
該
土
地

区
（
都
市
計
画
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
に
都
市
再
開
発
法
第

等
又
は
当
該
建
物
若
し
く
は
構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
の

二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
地
区
と
し
て
定
め
ら
れ
た
地
区
そ
の
他
こ

上
に
地
上
階
数
四
以
上
の
中
高
層
の
耐
火
建
築
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

れ
に
類
す
る
地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
地
区
に
限
る
。
）
内
で
行
わ
れ
る
他

中
高
層
耐
火
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
建
築
を
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
（
以

の
特
定
民
間
再
開
発
事
業
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
業
の
施
行
に
よ
り
当
該

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
民
間
再
開
発
事
業
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る

地
区
内
に
建
築
さ
れ
た
政
令
で
定
め
る
中
高
層
の
耐
火
建
築
物
（
こ
れ
ら
の
建

た
め
に
譲
渡
を
さ
れ
る
も
の
（
当
該
特
定
民
間
再
開
発
事
業
の
施
行
さ
れ
る
土

築
物
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
建
築

地
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
） 

物
に
係
る
構
築
物

イ　

第
三
十
七
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
上
欄
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
等

（
同
欄
の
ニ
に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。
） 

ロ　

都
市
計
画
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
に
都
市
再
開
発
法
第

二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
地
区
と
し
て
定
め
ら
れ
た
地
区
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
地
区
（
イ
に
掲
げ
る
区
域
内
に

あ
る
地
区
を
除
く
。
）

二　

次
に
掲
げ
る
区
域
内
に
あ
る
土
地
等
、
建
物
又
は
構
築
物
で
、
当
該
土
地
等

当
該
事
業
の
施
行
に
よ
り
当
該
土
地
等
の
上
に
建
築
さ
れ
た
耐
火
共
同
住
宅
（

又
は
当
該
建
物
若
し
く
は
構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
の
上

当
該
耐
火
共
同
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
を
含
む
。
）
又
は

に
地
上
階
数
三
以
上
の
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
（
主
と
し
て
住
宅
の
用
に
供

当
該
耐
火
共
同
住
宅
に
係
る
構
築
物

さ
れ
る
建
築
物
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
建
築
を
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
譲
渡
を
さ
れ
る
も
の
（
当

該
事
業
の
施
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
前
号

に
掲
げ
る
資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ　

前
号
の
上
欄
の
イ
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
等 

ロ　

首
都
圏
整
備
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯
、
近
畿
圏
整

備
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
区
域
又
は
中
部
圏
開
発
整
備
法

（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
市
整
備

区
域
（
第
三
十
七
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
上
欄
の
ハ
に
掲
げ
る
区
域
を

除
く
。
）
の
う
ち
、
イ
に
掲
げ
る
既
成
市
街
地
等
に
準
ず
る
区
域
と
し
て
政



- 15 -

令
で
定
め
る
区
域 

ハ　

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
同
法
第
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
中
心

市
街
地
共
同
住
宅
供
給
事
業
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
都
市
福
利
施
設
の

整
備
を
行
う
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
区
域

２　

前
項
の
規
定
は
、
譲
渡
資
産
の
譲
渡
を
し
た
個
人
が
、
取
得
指
定
期
間
（
当
該
譲
渡
を
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
同
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

の
期
間
（
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
た
め
、
同
日
ま
で
に
同
項
の
表
の
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
取
得
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
資
産
の
取
得
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
同
日
後
二
年
以
内
に
お
い
て
当
該

税
務
署
長
が
認
定
し
た
日
ま
で
の
期
間
）
を
い
う
。
）
内
に
同
表
の
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
取
得
を
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以

内
に
当
該
取
得
を
し
た
資
産
を
当
該
個
人
の
同
項
に
規
定
す
る
事
業
の
用
又
は
居
住
の
用
に
供
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
の
見
積
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３
～
５　

（
略
） 

６　

個
人
が
、
そ
の
有
す
る
資
産
で
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
個
人
が
同
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
う
ち
同

号
の
中
高
層
耐
火
建
築
物
又
は
当
該
中
高
層
耐
火
建
築
物
に
係
る
構
築
物
の
取
得
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
を
し
た
資
産
が
、
そ
の
年
一
月
一
日
に
お
い
て
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
所
有
期
間
が
十
年
以
下
の
も
の
で
第
三
十
一
条
の
三
第

二
項
に
規
定
す
る
居
住
用
財
産
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
に
よ
る
譲
渡
所
得
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な

し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

７　

前
項
の
個
人
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
の
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
そ
の
他
同
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  

 

○
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

 

 

（
耐
震
不
明
建
築
物
の
要
件
）

第
三
条　

法
第
五
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
そ
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
が
明
ら
か
で
な
い
建
築
物
は
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
新
築
の
工
事
に

着
手
し
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
年
六
月
一
日
以
後
に
増
築
、
改
築
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
着
手
し
、

建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項
、
第
七
条
の
二
第
五
項
又
は
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
検
査
済
証
の
交
付
」

と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
四
第
一
号
に
定
め
る
建
築
物
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
独
立
部
分
」
と
い
う
。
）
が

二
以
上
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
独
立
部
分
の
全
部
に
つ
い
て
同
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
工
事
に
着
手
し
、
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
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）
を
除
く
。 

一
～
三　

（
略
） 

  

 

○
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

 

（
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
） 

第
五
条　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

都
道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

病
院
、
官
公
署
そ
の
他
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
公
益
上
必
要
な
建
築
物
で
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
既

存
耐
震
不
適
格
建
築
物
（
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
（
以
下
「
耐
震
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に

適
合
し
な
い
建
築
物
で
同
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
（
そ
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
が
明
ら
か
で

な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
（
以
下
「
耐
震
不
明
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
耐
震
診
断
を
行
わ
せ
、
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図

る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合　

当
該
建
築
物
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
建
築
物
に
係
る
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
の
期
限
に
関
す
る
事
項 

二
～
五　

（
略
） 

４
～
７　

（
略
） 

  

○
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関

 

す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
百
七
十
二
号
）
（
抄
）

 

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
の
三
中
「
第
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
」
に

改
め
る
。 

（
略
） 

第
百
四
十
八
条
第
三
項
第
一
号
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
、
「
第
七
条
の
二
第
七
項
（
」
及
び
「
第
七
条
の
四
第
七
項
（
」
の
下
に
「
法
第
八
十
七
条
の
四
及
び
」
を

加
え
、
「
法
第
九
条
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
三
項
」
を
「
法
第
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第

八
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
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第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
一
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
八
条
第

一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
九
十
条
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
法
第
十
八
条
第
二
十
五
項
」
を
「
法
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
（
法
第
八

十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
五
項
」
に
、
「
法
第
八
十
六
条
の
八
（
第
二
項
を
除
き
、
」
を
「
法
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
、
同
条

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
に
、
「
並
び
に
法
第
九
十
三
条
の
二
」
を
「
、
法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
九
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。 
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